
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

中央卸売市場

委託者不明物品の検査

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

第５７条

（電話 ６２８－２７５９）

（委託者不明物品の処置）
第５７条 委託者不明の物品があるときは，卸売業者は直ちに委託者不
明物品検査申請書により市長に届け出て検査を受けなければならない。
２ 卸売業者は，前項に規定する検査を受けた後市長の承認を得てその
物品を販売することができる。ただし，市長が適当と認めるときは，
別に措置を命ずることができる。
３ 市長は，第１項に規定する検査又は前項に規定する承認をしたとき
は，利害関係人の請求により当該検査に関する証明書を交付する。

＊ 委託者不明物品検査申請書は，別紙様式第３５号とする。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 ３日（休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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